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悪臭問題の早期解決を求める要望書 

 

現在、本市が抱える課題の１つに悪臭問題の早期解決があります。この悪臭問題の原

因とされるのが、堆肥製造事業所と養豚事業所の２つの事業所であります。これらの事

業所からの悪臭は、市街地の広範囲に及び、多くの市民の生活が阻害され、大変深刻な

問題となっております。  

とりわけ、堆肥製造事業所については、当該事業所が産業廃棄物処分業者であること

から、悪臭問題の解決には許可権者である山形県の強い指導が必要不可欠であり、また、

それを望む声が大きくなっております。実際に、山形県当局の指導により、昨年は薬液

洗浄方式による脱臭装置の設置などの対策が講じられ、一定程度の改善が見られたとこ

ろです。しかしながら、このような努力にもかかわらず、いまだ全面解決には至ってお

りません。 

「窓を開けて換気をしたい。」「洗濯物を外に干したい。」など当たり前の生活を求め

る地域住民の声は大変切実なものであり、このような声を反映させていくことこそが行

政の役割であると考えます。 

よって、この悪臭問題の早期解決を図るべく、次の事項について要望いたします。 

 

・５月１２日が有効期限である産業廃棄物処分業に係る許可について、当該許可の更

新に際しては、地域住民の生活環境を阻害する悪臭排出防止を、許可の条件として

付すこと。 

 

・産業廃棄物処分業の許可権者として、日常的に強力な指導を行うこと。 


